
山梨県内では、労働者が車両に轢かれることにより、令和７年だけで５人が
亡くなっています。
トラック等に轢かれる労働災害は、自動車等の車両を使用する全ての事業場

で起こりうる災害です。
また、被災者は、一人を除き、全て60歳以上であることから死亡労働災害

の撲滅に向け、 「エイジフレンドリーガイドライン」 及び「交通労働災害防
止のためのガイドライン」に基づいた取組を労使一体となって推進しましょう。

令和７年 山梨県内の車両による死亡労働災害一覧

山梨労働局・労働基準監督署 【協力】建設業労働災害防止協会 山梨県支部
          山梨県警備業協会



チェック項目 ☑

① 交通労働災害防止に関する管理者を選任し、役割・責任・権限を定めましょ
う。

□

② 改善基準を守り、適正な計画によって、運転者の十分な睡眠時間等に配慮し
た労働時間の管理をしましょう。

□

③ 雇い入れ教育（法定教育）、日常の教育、交通危険予知訓練（KYT）を定期
的に実施しましょう。

□

④ 点呼時に、労働者の疾病、疲労、睡眠不足、飲酒等の確認を行いましょう。 □

⑤ 社用車等に自動ブレ―キ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置等の先進安全技
術を搭載した車両を導入しましょう。

□

⑥ 大型のトラックなどで狭い道を走行する際には、必ず誘導員を配置しましょ
う。

□

⑦ 降車時には、確実にハンドブレーキがかかっていることを確認しましょう。 □

⑧ 誘導員、警備員であっても、走行経路には、立ち入らないことを徹底しま
しょう。

□

⑨ 高年齢労働者でも安全に働き続けることができるよう、施設、設備、装置等
の改善を検討し、必要な対策を講じましょう。

□

⑩ 敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮して、作業内容
等の見直しを検討し、適正な作業管理を実施しましょう。

□

交通労働災害防止対策（チェックリスト）

データでみる山梨県内の交通労働災害（業種別／年代別）

商業, 20％

通信業,20％

その他の事業（警備業等）, 12％

建設業, 11％

運輸交通業,10％

保険・衛生業,8％

金融・広告業, 6％

製造業, 6％

接客娯楽業, 3％ その他の業種, 4％

山梨県業種別交通労働災害の割合（H27年～R6年）

10代

2.9% 20代

15.9%

30代

14.2%

40代

21.6%

50代

23.5%

60代以上

21.8%

山梨県年代別交通労働災害の割合（H27年～R6年）

・  業種別では、商業、通信業が多く、続いてその他（警備業等）や建設業が多い
・ 60代以上の労働者の占める割合は約22％、50代以上を含めると約45％を占める

※チェック項目については、下記から抜粋

・「交通労働災害防止のためのガイドライン」

・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
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